
ハクビシン・アライグマなどの被害にお悩みの皆様 

加害獣侵入防止施設（電気柵等）の購入に 

補助金が出ます 
 

令和６年度の東京都補助事業として「ハクビシン等による農作物獣害防止対策事業」を実施予定

です。この補助事業では、ハクビシン等中型野生獣による農作物被害を防ぐための電気柵等資材購

入費を２/３補助されます。 

下記の内容をご確認の上、ＪＡ東京みどり 各地区経済センターへご相談ください。 

 

補助事業の内容 

事 業 名：ハクビシン等による農作物獣害防止対策事業（侵入防止施設整備事業） 

補助対象資材：電気柵 

電気柵とワイヤーメッシュやネットを組み合わせたもの 

補助対象加害獣：ハクビシン、アライグマ、タヌキ、アナグマ、キツネ、テン 

補 助 率：２/３（消費税を除いた資材費が対象） 

補 助 金 額：1 万円～10 万円（税抜事業費 15,000 円～150,000 円） 

利 用 条 件：ＪＡ東京みどりが実施する講習会に参加すること（令和６年６月開催予定） 

（講習会の日程は決まり次第お知らせいたします） 

申 請 期 限：令和６年４月５日（金） 

注 意 事 項：①令和６年度に設置する資材の申請 1 回分が対象です。 

        （令和 5 年度に補助を受けた農業者は対象外です） 

②交付決定前の発注・購入は補助対象外です。 

③令和６年７月末までに支払い・設置を完了してください。 

 

申請から補助金額入金までの流れ 

①  生産者から JA 東京みどり 各地区経済センターへ申請（４/５〆切） 

②  JA 東京みどり 本店地域振興部が取りまとめて東京都へ申請 

（立川地区の組合員様の申請分に関しまして、②～⑦の手続きは立川市が行います。） 

③  東京都から JA 東京みどり 本店地域振興部へ交付決定 

④  JA 東京みどり 各地区経済センターから生産者へ交付決定 

⑤  生産者が電気柵を購入・設置 

⑥  生産者から JA 東京みどり 各地区経済センターへ実績報告 

⑦  補助金入金 

 

お問い合わせ 

ＪＡ東京みどり 各地区経済センター まで 

 


